
政
令
第
三
百
五
十
三
号

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
決
議
）

第
一
条

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
決
議
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
四
百
八
十
三
号
及
び

第
千
五
百
十
一
号
と
す
る
。

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
決
議
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
五
百
十
一
号
及
び
第

千
五
百
四
十
六
号
と
す
る
。

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
決
議
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
五
百
十
一
号
及
び
第

千
五
百
四
十
六
号
と
す
る
。



（
関
係
行
政
機
関
）

第
四
条

法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
機
関
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
人
道
復
興
関
係
国
際
機
関
）

第
五
条

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
国
際
機
関
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
本
府
に
よ
る
対
応
措
置
の
実
施
）

第
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
府
に
よ
る
対
応
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
対
応
措
置
を
外
国
の
領
域
で
実
施
す
る

場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
実
施
細
目
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

イ
ラ
ク
復
興
支
援
職
員
の
員
数
及
び
構
成
並
び
に
派
遣
期
間

二

イ
ラ
ク
復
興
支
援
職
員
の
安
全
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
実
施
細
目
に
お
い
て
、
対
応
措
置
を
実
施
す
る
区
域
（
次
項
に
お
い
て
「
実
施
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
実
施
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
法
又
は
基
本
計
画
に
定
め
ら
れ
た
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
と
な
っ



た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
指
定
を
変
更
し
、
又
は
そ
こ
で
実
施
さ
れ
て
い
る
活
動
の
中
断
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
イ
ラ
ク
復
興
支
援
職
員
の
選
考
）

第
七
条

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
考
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
選
考
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
総
理
大

臣
が
行
う
。

２

選
考
の
権
限
は
、
本
府
の
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

選
考
は
、
対
応
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
経
験
、
知
識
及
び
適
性
に
つ
い
て
、
履
歴
、
資
格
等
に
関
す
る
書
類
の
審

査
の
方
法
に
よ
り
、
又
は
必
要
に
応
じ
口
頭
試
問
そ
の
他
の
方
法
を
併
用
し
て
、
行
う
。

（
イ
ラ
ク
復
興
支
援
職
員
の
定
員
）

第
八
条

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
イ
ラ
ク
復
興
支
援
職
員
の
定
員
は
、

二
十
三
人
と
す
る
。

（
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
等
手
当
）

第
九
条

対
応
措
置
に
従
事
す
る
イ
ラ
ク
復
興
支
援
職
員
及
び
自
衛
隊
員
に
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
法
第
十
四



条
第
一
項
に
規
定
す
る
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
等
手
当
（
以
下
「
手
当
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
。

２

手
当
は
、
対
応
措
置
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
別
表
第
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
定
め
る
額
と
す
る
。

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
イ
ラ
ク
復
興
支
援
職
員
に
つ
い
て
は
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
く
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
り
、
自
衛
隊
員
に
つ
い

て
は
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
に
基
づ
く
特
殊
勤
務
手
当
の
支

給
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

内
閣
府

国
家
公
安
委
員
会



警
察
庁

防
衛
庁

防
衛
施
設
庁

金
融
庁

総
務
省

消
防
庁

法
務
省

公
安
調
査
庁

外
務
省

財
務
省

国
税
庁

文
部
科
学
省

文
化
庁



厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

林
野
庁

水
産
庁

経
済
産
業
省

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁

国
土
交
通
省

気
象
庁

海
上
保
安
庁

環
境
省

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

国
際
連
合
開
発
計
画

国
際
連
合
環
境
計
画



国
際
連
合
児
童
基
金

国
際
連
合
人
口
基
金

国
際
連
合
人
間
居
住
計
画

国
際
連
合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
計
画

世
界
食
糧
計
画

国
際
連
合
工
業
開
発
機
関

国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関

世
界
保
健
機
関

国
際
移
住
機
関

別
表
第
三
（
第
九
条
関
係
）

一

イ
ラ
ク
の
領
域
に
お
い
て
、
特
定
業
務
（
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号

二
万
四
千
円

又
は
第
三
項
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
著
し

く
困
難
な
も
の
を
行
う
場
合



二

イ
ラ
ク
の
領
域
に
お
い
て
、
特
定
業
務
を
行
う
場
合
（
一
の
項
、
三
の
項
、
四
の
項
及
び
八
の
項

二
万
円

本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

(二)

三

イ
ラ
ク
に
所
在
す
る
空
港
の
区
域
に
お
い
て
、
特
定
業
務
の
う
ち
、
航
空
機
の
乗
員
が
空
路
に
よ

一
万
六
千
円

り
行
う
輸
送
の
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
以
下
「
特
定
空
輸
業
務
」
と
い
う
。
）

で
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
著
し
く
困
難
な
飛
行
の
方
式
に
よ
る
着
陸
又
は
離
陸
を
伴
う
も
の
を

行
う
場
合

四

イ
ラ
ク
に
所
在
す
る
空
港
の
区
域
に
お
い
て
、
特
定
空
輸
業
務
を
行
う
場
合
（
三
の
項
に
規
定
す

一
万
二
千
円

る
場
合
を
除
く
。
）

五

ク
ウ
ェ
ー
ト
又
は
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
ペ
ル
シ
ャ
湾
の
沿
岸
国
（
ク
ウ
ェ
ー
ト
を
除
く
。
以

六
千
円

下
「
特
定
沿
岸
国
」
と
い
う
。
）
の
領
域
に
お
い
て
、
特
定
業
務
（
特
定
空
輸
業
務
を
除
く
。
）

又
は
特
定
空
輸
業
務
若
し
く
は
特
定
空
輸
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
場
合
（
六
の
項
本
文
及

び
八
の
項

本
文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

(二)

六

ク
ウ
ェ
ー
ト
に
所
在
す
る
空
港
の
区
域
に
お
い
て
、
特
定
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
と
し
て
、
空
路

四
千
円



に
よ
り
特
定
業
務
に
従
事
す
る
人
員
の
輸
送
又
は
特
定
業
務
に
必
要
な
物
資
の
補
給
を
行
う
場

合
。
た
だ
し
、
陸
上
の
場
所
に
留
ま
っ
て
行
う
場
合
に
限
る
。

七

我
が
国
並
び
に
イ
ラ
ク
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
及
び
特
定
沿
岸
国
以
外
の
領
域
に
お
い
て
、
特
定
業
務
に

三
千
円

附
帯
す
る
業
務
と
し
て
、
航
空
機
の
乗
員
以
外
の
者
が
空
路
に
よ
り
特
定
業
務
に
従
事
す
る
人
員

の
輸
送
又
は
特
定
業
務
に
必
要
な
物
資
の
補
給
を
行
う
場
合
。
た
だ
し
、
陸
上
の
場
所
に
留
ま
っ

て
行
う
場
合
に
限
る
。

八

我
が
国
並
び
に
イ
ラ
ク
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
及
び
特
定
沿
岸
国
以
外
の
領
域
に
お
い
て
、
特
定
業

千
四
百
円

(一)
務
に
附
帯
す
る
業
務
と
し
て
、
航
空
機
の
乗
員
が
空
路
に
よ
り
特
定
業
務
に
従
事
す
る
人
員
の

輸
送
又
は
特
定
業
務
に
必
要
な
物
資
の
補
給
を
行
う
場
合
。
た
だ
し
、
陸
上
の
場
所
に
留
ま
っ

て
行
う
場
合
に
限
る
。

我
が
国
以
外
の
領
域
（
公
海
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
特
定
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
と
し
て

(二)
、
船
舶
の
乗
組
員
が
海
路
に
よ
り
特
定
業
務
に
従
事
す
る
人
員
の
輸
送
又
は
特
定
業
務
に
必
要

な
物
資
の
補
給
を
行
う
場
合
。
た
だ
し
、
イ
ラ
ク
に
所
在
す
る
港
湾
以
外
の
港
湾
に
停
泊
し
て



行
う
場
合
に
限
る
。

九

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
イ
ン
ド
洋
の
沿
岸
の
水
域
を
通
算
し
て
四
時
間
以
上
航
海
し
て
、
特
定

四
百
円

業
務
に
附
帯
す
る
業
務
と
し
て
、
船
舶
の
乗
組
員
が
海
路
に
よ
り
特
定
業
務
に
従
事
す
る
人
員
の

輸
送
又
は
特
定
業
務
に
必
要
な
物
資
の
補
給
を
行
う
場
合


